
社会福祉事業を行う優良な施設に対する
御 下 賜 金 の 伝 達 式 を 行 い ま す

１ 御下賜金

（１）趣 旨

   天皇陛下におかれましては、２月 23日（月）の天皇誕生日に際し、民間社会福祉事業

御奨励の思召をもって、優良な施設や団体に金一封を下賜されることとなったものです。

（２）拝受施設・団体

全 国 67施設・団体（各都道府県・指定都市に各１施設・団体）

香川県 亀山学園

２ 伝達式

（１）日 時 令和８年２月 25日（水）午前 11時 30分～11時 45分

（２）場 所 県庁本館 11階 知事第１応接室

（３）伝達者 知 事

３ 拝受施設の概要

（１）名  称 亀山学園

（２）所 在 地 丸亀市柞原町 602番地１

（３）設置主体 社会福祉法人四恩の里（しおんのさと）

（代表者：野田大燈（のだ だいとう）理事長）

（４）施設種別 児童養護施設（定員 51 名、うち地域小規模児童養護施設 18名）

（５）施 設 長 野田 大順（のだ だいじゅん）

（６）理  由 ・施設入所が必要な児童が、家庭的な環境の下で養育を受けられるよ

う、施設の小規模化、地域分散化に積極的に取り組んでいるほか、

一時保護児童を受け入れる専用のユニットを設置運営し、一時保護

児童の受け入れや学習支援にも取り組んでいる。

令和８年２月 19日

子ども家庭課 児童福祉グループ
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